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海外事業を支えるグローバル人

材とは 
太陽グラントソントン 

パートナー 公認会計士 美谷 昇一郎氏 

 

近年、国内市場の縮小、低迷などから、事業成

長の機会を求めて、多くの日本企業がビジネスモ

デルの海外展開を加速させています。それに伴い、

日本人が海外に出張したり、海外拠点に駐在し、

現地従業員とともに業務を進めていくような機会

が増えてきています。また、日本国内での深刻な

人材不足を背景に、外国人、女性、高齢者など多

様な人材の活用を積極的に進める取り組み、いわ

ゆる人材のダイバーシティ化への動きも活発にな

ってきています。さらに、産業の高度化、IT化が

進み、高度な能力を有する人材をより確保してい

く必要性が高まっている中で、優秀な人材ほど海

外市場も含めて多くの企業間で争奪戦になるほど、

いかに優れた人材を確保していったら良いかが、

各社の大きな経営課題になってきています。すな

わち、これまで終身雇用、年功序列を前提にして

いた固定的な組織のなかでは、一緒に仕事をする

機会の無かったような人材と、ソフトな組織の中

でうまく溶け込んで実力を最大限に発揮できるよ

うな、柔軟な能力が必須な時代になってきていま

す。 

 

 

 とかく、グローバル人材の育成というテーマで

お話をしますと、多くの方が暗黙の前提のように

英語力を高めることと思われるかと思います。確

かに、世界人口の約 25％が英語を実用レベルで使

っている人口だと言われていますし、ビジネス上

は、ほぼ英語が自由に操ることが出来て当たり前、

会社によっては社内公用語が英語、という環境に

なりつつあります。しかし、英語を操ることがコ

ミュニケーションを取るための手段ではなく、目

的化してしまいますと、『英語が出来る＝グローバ

ル人材＝仕事が出来る人』、『英語が出来ない人＝

仕事の出来ない人』というレッテル（決め付け）

をしがちになります。英語の出来る人材の方が、

さまざまな場面で重宝されたりするのです。 

 ところが、海外の方と実際にコミュニケーショ

ンを取ってみますと、必ずしも流暢な英語でなく、

かなりブロークンな英語（多少の前置詞が間違え

ていても）であっても、相手は自分が何を言いた

いのか（少なくとも初めのうちは）真剣に理解し

ようとしてくれますし、むしろ自分が何を伝えよ

うとしているのかをしっかり頭の中に持てている

かどうかの方がはるかに重要であることに気付か

れると思います。むしろ英語の文法ばかり気にな

って、言うべきことが頭の中で整理できないこと

も少なくないと思います。あくまでコミュニケー

ションを取れて、うまく仕事を進めることがビジ

ネスにおいては目的なのであって、英語のスピー

チ力を競っている訳

ではないからです。 

 これは、海外の方と

コミュニケーション

をする場面だけでな

く、さまざまな背景を

持つソフトな組織で

仕事を進める上でも

非常に重要な点で、共

通言語があやしくて
sense 距離感

異文化への理解

異文化を尊重しつつ、自分の意見や主張をきちんと相手
に伝える間合い

内容

skill 技術

英語力

相手国に対する知識（文化、習慣、歴史、制度など）

smile 愛想

外国人に好かれる人間性

超社交性（相手からの見返りがなくても、尽くそうとす
る精神性）
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も、自分の意見をしっかりと持ち、身振り手振り

を交えながらであっても相手に意思を伝えようと

することの重要性は、人材のダイバーシティの進

む国内業務においてもますます高まってきていま

す。 

 ただし、英語以外にもうひとつコミュニケーシ

ョンにおける壁として、まさにこのダイバーシテ

ィがあります。多様な人材が同居するソフトな組

織の中では、構成員の人生、家庭環境、価値観、

学歴などさまざまです。こうした多様な人材間で

うまくコミュニケーションを取るためにもうひと

つ重要なのが、相手との間合い（SENSE）です。日

本では昔から『阿吽の呼吸』、最近ですと『忖度』

という言葉に代表されるように、言わなくてもな

んとなく分かる、却って皆まで言うのは野暮、と

いうような文化があります。これが、海外に駐在

をし始めの日本人が最初に苦労をする部分で、「そ

んなことまで言わなくても分かってくれよ」「（自

分では指示しているつもりなのに）どうしてこん

なことも分からないのか」という駐在員のぼやき

はよく聞かれます。しかし、多様な価値観を持っ

た人材の集まるソフトな組織の中や、外国人と上

手なコミュニケーションを取らざるを得ない海外

業務では、相手の言っていることをどういう背景

でどういう趣旨で言っているのか、きちんと解釈

できる SENSE、自分の言いたい事を文化の違う相

手にうまく理解してもらえるように話をすること

の出来る SENSE が非常に重要なのです。これは、

最近流行りの自動翻訳機的な機械には出来ないこ

とで、ノウハウ本やマニュアルに書いてあること

でもありません。 

 では、グローバル人材の育成として、この SENSE

を身に付け、磨くにはどうしたらいいのでしょう

か。それについては、次月号にてお話をさせてい

ただきたいと思います。次月号をお楽しみにして

下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

太陽グラントソントン（グラントソントン加盟事務所） 

グラントソントンは、世界 130 カ国以上・700以上の拠点を有する国際会計事務所ネットワークです。 

太陽グラントソントン（太陽有限責任監査法人、太陽グラントソントン税理士法人、太陽グラントソントン・アドバイザーズ株式会社） 

が、グラントソントンの日本メンバーとして、国際水準の監査の他、会計、税務、企業経営全般のコンサルティングサービスをご 

提供しております。 

【国 内 拠 点】 本部・東京事務所、大阪事務所、神戸オフィス、名古屋事務所、北陸事務所、福井オフィス、富山オフィス 
【ジャパンデスク】 中国（北京、上海、広州/香港）、インド、インドネシア、シンガポール、タイ、台湾、フィリピン、マレーシア、 

ベトナム（ホーチミン、ハノイ）、オーストラリア、米国(シカゴ、ニューヨーク、アーバイン）、メキシコ、英国。 

詳細は太陽グラントソントン Webサイトをご覧ください。http://www.grantthornton.jp 
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新興国ニュース 

第９回 
インド最新ビジネス情報 
株式会社東京コンサルティングファーム 

 

今回は、第6回でも取り上げたインドのGST（物

品サービス税）の続報と、移転価格に関する新規

定について解説いたします。 

 

１．GST 評議会（第 22 回・23 回）の決議

事項 

 

10 月 26 日には第 22 回 GST 評議会、11 月 10 日

には続けて第 23回 GST評議会が開催され、以下変

更点が発表されました。これまで 2017年 7月 1日

の GST導入以後、第 19回評議会をはじめとして 5

回目となりますが、今後も継続的に開催され、税

率の見直しや制度の変更が予想されます。今回の

主な議題は下記 4点です。 

 

 中小規模事業者への配慮（Composition Scheme）

について 

 GSTに関する中小企業の救済措置について 

 GSTレートの変更について 

 その他の決定事項 

 

 中小規模事業者への配慮（Composition Scheme）

について 

Composition Schemeとは、一定の基準を満たす中

小規模事業所に対して、GST 申告の負担を軽減さ

せる目的で導入されたスキームです（※サービス

事業者には適用されません）。今回の GST評議会で

はこの Composition Schemeに関する重要な変更が

ありました。 

① 「選択期限が 2017年 9月 30日から 2018年 3

月 31日に延長」 

Composition Schemeが適用される企業は毎回

の取引ごとに GST を支払うか、GST を四半期

ごとにまとめて計算し支払いを行うか、いず

れかを選択することが可能です。今回、選択

期限が 2017 年 9 月 30 日から 2018 年 3 月 31

日までに延長されることが決定しました。 

② 対象企業が年間総売上 750 万ルピー未満の企

業から 1,500 万ルピー未満の企業へ拡大され

ました。しかし、今後も 2,000 万ルピーまで

拡大される可能性がございます。 

③ 申告期限の延長 

Composition Scheme下で必要となる GSTR4の

申告期限が 11 月 15 日から 12 月 24 日へ延長

されています。ただ、今後も延長される可能

性がございます。 

 

・GSTに関する中小企業の救済措置について 

① 課税対象企業であり、尚且つ州を跨ぐサービ

スのサプライヤーは、年間総売上高が 200 万

INR を下回る場合において GST 課税が免除さ

れます。 

② 「年間総売上が 1,500 万 INR 未満の企業は第

３四半期（10月）から申告を開始」 

年間総売上が 1,500 万 INR 未満の企業は、第

３四半期（2017 年 10 月～12 月）から四半期

ごとの申告が可能となります。しかし、四半

期毎の申告へ変更後も、このような小規模の

会社から仕入れを行う GST 登録企業は、毎月

Input Tax Credit（税額控除）を受ける事が

可能です。四半期申告の期日は、後日発表さ

れる予定です。 

③ 「納税義務のある全ての企業は、2017 年 12

月まで簡易 GST 申告(GSTR-3B)の月次申告が

必要」    全ての納税者は簡易 GST 申告

(GSTR-3B)については、12 月まで毎月必要と

なります。また、2017 年 7，8，9月の GST申

告も引き続き必要です。 

④ 年間総売上が 1,500 万 INR 未満の企業は、前

受金として支払いを受けた場合、物品（又は

サービス）を受け取った際に GST を支払う必
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要があります。 

⑤  GST未登録の仕入先から物品の（又はサービ

スの）を受け取った際、リバースチャージメ

カニズム下での GST 支払い義務は、2018 年 3

月 31 日 まで中断することになりました。こ

れにより、中小企業の利益享受とコンプライ

アンス負担を削減する狙いがあります。 

⑥ 商品運送業者 (Goods Transport Agency) が

GST 未登録者に提供するサービスは、GST が

免除されます。 

 

・GSTレートの変更について 

今回の審議会では、約 200 種の品目において税

率が軽減されています。そのうちの特徴点として

は 28%の適用を受けるとされていた 227 品目が 50

品目（主に贅沢品等）に縮小されています。新税

率は、2017年 11月 15日（水）より適用されます。 

 

・その他の決定事項 

① 2018年 1月 1日までに E-Way bill systemを

導入し、2018年 4月 1日から全国的に運用し

ていく予定です。 

② GST 申告の納税遅れによるペナルティは１日

あたり 200 ルピーとされていましたが、ゼロ

申告の納税者については１日あたり 20 ルピ

ーに軽減されています。その他の納税者につ

いては、１日あたり 50ルピーに軽減されます。 

③  GSTコンプライアンスの緩和 

毎月の GST のコンプライアンスの緩和期間が

設けられています。 

 

【年間売上が 1,500万ルピー未満の事業者】 

2017 年度分については、四半期に一度、GSTR1 の

申告が認められています。 

 

2017年 7-9月分申告  2017年 12月 31日まで延長 

2017年 10-12月分申告 2018年 2月 15日まで延長 

2018年 1-3月         2018年 4月 30日まで延長 

【年間売上が 1,500万ルピー以上の事業者】 

2017 年 7-10 月分申告 2017 年 12 月 31 日まで延

長 

※11 月以後は、毎月月末から 40 日以内に申告が

必要です。 

2017年 11月分申告    2018年 1月 10日まで 

2017年 12月分申告    2018年 2月 10日まで 

2018年 1月分申告     2018年 3月 10日 

2018年 2月分申告    2018年 4月 10日 

2018年 3月分申告    2018年 5月 10日 

 

簡易版 GST 申告（GSTR3B）については、2018 年 3

月まで継続することが発表されています。 

このように、今後も GST 評議会において GST の細

目が決定ないし修正される可能性がありますので、

決議事項には留意が必要です。 

 

 

２．直接税中央委員会からの移転価格文書

に関する規定案 

 

2017 年 10 月に直接税中央委員会(The Central 

Board of Direct Taxes: CBDT)は、移転価格に関

する下記 2 点の書類についてガイドラインを公表

しました。 

 

【提出する必要がある書類】 

 Master File 

 Country-by-Country Report: CbCR (国別報告

書) 

 

① Master File 

インドに居住する下記条件に当てはまる全て

の人に提出義務が課せられます。 

 前会計年度のグループ会社全体の連結売上が

50億ルピーを上回る場合 

 国際取引額が会計帳簿上、5 億ルピーを上回

る場合、または、無形資産の国際取引（売買、
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譲渡、リース、使用等を含む）が 1 億ルピー

を上回る場合 

 通常、この Master File は法人税の確定申告

期日(11 月 30 日)までに提出しなければなり

ません。但し、2016-17 年度に限り 2018 年 3

月 31日に期日が延長されています。 

 

② Country-by-Country Report: CbCR (国別報

告書) 

グループの親会社または親会社によって指

定された代替企業は下記条件に当てはまる

全ての企業に提出義務が課せられます。 

 前会計年度のグループの連結売上が 550 億ル

ピーを超える場合 

 提出期日は法人税の確定申告期日（11 月 30

日）までとされていますが、2016-17 年度に

ついては 2018 年 3 月 31 日まで延長される可

能性があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社東京コンサルティングファーム 

世界第 6 位の国際会計士事務所グループである

GGI（Gevena Group International）の日本メンバ

ーファーム。 

インド・中国・香港・ASEAN・中東・アフリカ・

ラテンアメリカなど世界 27 か国に拠点を有し、各

国への進出や進出後の事業運営についてトータル

サポートを行っている。 

また、新興国投資に対応したデータベース

「Wiki-Investment」を提供し、30 カ国の投資環

境や会社法、税務、労務、M&A 実務といった内容

を掲載（URL http://wiki-investment.com/） 

さらに「海外投資の赤本」シリーズとして、イ

ンド・中国・東南アジア各国・メキシコ・ブラジ

ルなどの投資環境、拠点設立、M&A、会社法、会計

税務、人事労務などの情報を網羅的かつ分かりや

すく解説した書籍を出版している。 

問合先：f-info@kuno-cpa.co.jp 
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海外赴任者の手当と社会保険 
みらいコンサルティング株式会社 

 

海外赴任者に支払われる「手当」には、ど

のような種類のものがありますか？ 

 

①「海外勤務手当」が設計されるのが一   

般的です。 

② その他、下表のような種類の手当が 

あります。 

 

 海外赴任者に関する手当 

海外赴任者に対して設計される手当には、図１

のようなものがあります。 

 

 実務対応上の留意点 

手当は、海外赴任に関する不利益を補てんする

目的と、企業の海外事業を活発化させる目的の二

つを有しています。 

特に、「海外勤務手当」をどのように決定するか

は、非常に重要です。低すぎれば、海外赴任を望

む社員が減る可能性がありますし、逆に高すぎる

と国内勤務社員との不公平感が高まるおそれがあ

ります。 

手当の内容は、企業の中長期海外ビジネス戦略

を考慮して、「経営」目線から検討・決定する必要

があります。 

 

海外赴任者は、どのように社会保険に加入

するのでしょうか？ 

 

① 日本国内での給与支給額を残し、健 

康保険・厚生年金保険等を継続するの 

       が一般的です。 

② 労災保険は「喪失」となりますが、特 

別加入の制度があります。 

③ 日本と海外での社会保険料二重払い 

を防ぐための、「社会保障協定」が存 

在するケースがあります。 

 

図１  

種類 内容

  海外勤務にともない発生する、日本とはことなる苦労等に報いることを目

    的とした手当。

  企業としての、海外勤務に対する「インセンティブ」としての位置づけを持た

    せることも可能。

ハードシップ手当
  生活環境が良くない地域、または紛争が多発する地域等へ赴任者の苦

    労を補てんするための手当。

  赴任者の子供が通う日本人学校もしくはインターナショナルスクールの費用

    を補てんするための手当。

  実費の支払い、上限額を決めた一定額の支払い等の設計方法がある。

  単身赴任する場合、日本と海外でコストの二重負担が発生することを補

    てんするための手当。

  日本での住居負担に対する「留守宅手当」が代表的なもの。

海外役職手当   海外における、日本勤務時と比べた役職アップを考慮して設計される手当

海外勤務手当

子女教育手当

単身赴任手当
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 日本の社会保険の制度体系と海外赴任対応

（概要） 

日本の社会保険制度は図２のような体系（概要）

となっています。 

それぞれ、海外赴任に対する基本的な対応方針

は、以下のとおりです（図２は対応の基本方針で

あり、例外等は除きます）。 

日本の健康保険や厚生年金保険を喪失しないた

めには、日本での一定の給与を残すことが望まれ

ます。 

また、労災保険については、海外赴任中は原則

として適用対象外となりますが「特別加入」の制

度があり、一定の条件のもとで海外赴任者も加入

することが可能です。 

 

 「社会保障協定」とは 

先述のとおり、海外赴任者については、赴

任中でも日本の社会保険制度に継続して加入

するように給与設計を行うことが多くありま

す。 

一方、赴任先の海外でも独自の社会保険制

度があり、加入を求められるケースがあります。

この場合、日本と海外の両方の社会保険に対して、

二重に保険料を支払うことになってしまいます。 

また、海外の年金制度に加入したとしても、加

入期間が短期になるため受給資格を得ることがで

きず、海外で負担した保険料は多くの場合「かけ

すて」になってしまいます。 

これらの問題を解決するために、以下のような

「社会保障協定」が、国家間で締結されている場

合があります。 

ただし、対象は欧米企業中心で、中国・東南ア

ジアについては中国のみが交渉中となっているに

とどまります。 

項目 内容

適用調整

原則として、海外への派遣の期間が５年を超えない見込みの場合には、

当該期間中は海外の法令の適用を免除し自国（日本）の法令のみを

適用し、５年を超える見込みの場合には、海外の法令のみを適用する。

保険期間の通算

両国の年金制度への加入期間を通算して、年金を受給するために最低

必要とされる期間以上であれば、それぞれの国の制度への加入期間に応じ

た年金がそれぞれの国の制度から受けられるようにする。

出典：厚生労働省 HP 

図２ 

大分類 中分類 小分類 保険制度 日本での制度趣旨 海外赴任時の対応

社会保険 社会保険

（広義） （狭義）

厚生年金保険 会社勤務者が加入する公的年金

介護保険
高齢者の介護サービスを社会全体で

負担する仕組み

海外赴任中は、手続きをとることで保

険料の免除が可能

雇用保険
失業時、再就職までの一定期間の所

得を補償する仕組み

加入条件を満たす国内給与があれば

維持可能

海外赴任中は喪失

ただし、特別加入制度あり

国民健康保険
病気やケガ等に対し、必要な医療費を

支払う制度

市町村の住民登録を抹消している場

合は，被保険者ではなくなる

国民年金

日本国内に住む20歳以上60歳未満

のすべての人が加入する年金（厚生

年金加入者は自動加入）

海外居住する日本人の任意加入制

度あり

加入条件を満たす国内給与があれば

維持可能

労働保険

労災保険
業務上の事由等により負傷等した際に

労働者を補償する仕組み

自営業等 －

会社勤務

健康保険

病気やけが、またはそれによる休業、出

産や死亡といった事態に備える公的な

医療保険制度
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 実務対応上の留意点 

日本の社会保障制度が継続できるかどうかは、

赴任者自身および家族にとって非常に重要な課題

です。事前対応と赴任者への説明をしっかりと行

うことが求められます。 

また、赴任に伴い、一部の適用除外や特別加入

など、日本で申請すべき内容が多々発生しますの

で、手続き漏れがないように留意が必要となりま

す。 

 

注：執筆内容はポイントが分かりやすいように原則的制度

を中心にご説明したものであり、例外規定などを網羅する

ものではありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本社：〒104-0031 東京都中央区京橋二丁目 2番 

1 号京橋エドグラン 19階 

拠点：国内 9拠点 海外 14 拠点 

TEL：03-6281-9810 FAX：03-5255-9811 

https://www.miraic.jp/ 

1987年創業。従業員数約 200 名（海外拠点を含む）。 

日本国内に 9拠点、海外（中国・ASEAN）*4拠点*に

加え、ASEANにジャパンデスク*10拠点*を有する。 

 

公認会計士・税理士・社労士・ビジネスコンサルタ

ントが一体となる「チームコンサルティング」によ

り、中小中堅企業のビジネス展開を、経営者目線か

ら総合的にサポート。 

 

株式上場支援、働き方改革の推進、組織人材開発、

企業を強くする事業承継や M&A、国際ビジネスサポ

ート等で多数の支援実績がある。 
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インドネシアにおける移転価格

税制⑨ 
株式会社フューチャーワークス 

公認会計士・税理士 中村 正英氏 

 

今回のコラムはインドネシアの移転価格税制に

おいて「移転価格調整金」は活用できるのかを検

証してみたいと思います。 

 

移転価格調整金とは、グループ間取引における

移転価格リスクをなくすため（又は低減するため）

に取引価格を修正するために受け払いされる調整

金をいいます（簡単にいうと、移転価格リスクを

なくすために日本親会社から現金をインドネシア

に送り、損失が計上されていたインドネシア子会

社の利益率を適正値に調整する手続です）。 

 

ちょうど一年前にインドネシアにおいて移転価

格税制（PMK213）の改正がありました。2017年の

税務当局は様子見（通常の税務調査の範囲内での

指摘。移転価格ドキュメント作成企業については

様子見）のようでしたが、2018年から少しずつ移

転価格に関連する調査が始まるものと思います。 

 

その中で、移転価格調査リスクが高い企業は、

間違いなく「赤字企業」と「低利益率企業」です。

これはアセアン各国の移転価格実務をみていると

明らかであり、移転価格ドキュメントを用意して

いない赤字企業（黒字企業の方が移転価格ドキュ

メントを用意している可能性が高い）に集中して

調査が行われるものと予想されます。  

 

その「赤字企業」「低利益率企業」の中でも、イ

ンドネシア子会社における機能・リスクが限定的

な企業は確実に狙われることになります。限定的

な機能・リスクということは、インドネシア子会

社において主体的に意思決定を行っている項目は

少なく、その場合の親子間の取引価格は、ある種

の出来レースになっていることが通常です（子会

社は親会社の定めたサプライチェーンに乗っかっ

てビジネスをするだけであり、親会社の一存で自

由に利益が定まる）。 

 

インドネシアは移転価格調査のノウハウが十分

に積み重なっているとはお世辞にも言えません。

そのために、最も指摘が簡単な「赤字企業」「低利

益率企業」が標的にされることは明らかです。 

 

赤字企業の移転価格リスクを避けるために、上

記の「移転価格調整金」の導入を検討せざるを得

ない状況もあり得ます。赤字で取引を続けるのは、

はっきり言ってしまうと異常です。いくら移転価

格ドキュメントを作成していたとしても、いくら

赤字となったやむを得ない理由を語ったとしても、

赤字のところを隠し親子間取引では利益が出てい

るように見せたとしても、インドネシア税務当局

に認めてもらえない可能性が十分にあります。こ

のような移転価格課税リスクをなくす（又は低減

する）ものが「移転価格調整金」です。 

 

ただし、「移転価格調整金」の導入に際しては、

「日本の寄附金課税」と「超過利益が出た際のイ

ンドネシアから日本への移転価格調整金の支払」、

「移転価格ポリシーの作成」についても併せて考

えなければなりません。インドネシア子会社の損

失を日本親会社が負担する形になるために、日本

の税務当局が認めてくれるだけの理論建て（支払

理由、計算根拠、支払日、支払決定日、事前取極

め内容等）を移転価格ポリシーにおいて行わなけ

ればなりません。また、インドネシアにおいて超

過利益が出た際には日本への移転価格調整金の支

払を移転価格ポリシーに含めなければ日本の税務

当局も認めてくれません（臨時的に上下に振れた

利益を、一定の利益率にするという基本的な考え

方があるため）。 
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総合的に考えると、「移転価格調整金」については、

機能・リスクが限定的な企業における損失の調整

に留めることが現実的かと思います。機能・リス

クが限定的な企業においては、（親会社が価格をコ

ントロールしているため）利益の上振れは殆ど起

きません。利益調整金は移転価格リスクをなくす

ためには非常に有用な概念と考えていますが、イ

ンドネシアから日本への支払については、まず認

められることはありませんので、親会社がコント

ロールできる範囲内での利用を検討してもらえれ

ばと思います。 
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海外子会社管理のポイント 

（インドネシア編） 
柳田国際法律事務所 

弁護士 柳田 一宏氏 

 

1 はじめに 

本年 5 月号及び 6 月号の 2 回にわたり、海外

子会社を管理するにあたってのポイントを総論

的に解説し、各国の海外子会社管理のポイント

の解説として、前々号（2017 年 11 月号）では

ベトナムを、前号（2017 年 12 月号）ではイン

ドを取り上げた。本号では、以下設例の下、イ

ンドネシアにおいて子会社の管理態勢を構築す

る際のポイントについて考えてみたい。 

岡山県に本社を構える A 社は、自動車部品の製造

を主たる事業としている。A 社は、今後のインド

ネシア国内における内需の拡大と安価な労働力に

期待し、現地パートナーと提携し、インドネシア

に子会社と工場を設立することにした。 

A 社は、工場の運営・稼働に際し、日本から取締

役社長（1名）と工場長（1名）を派遣し、その他

の必要な役職員（およそ 50名）は現地で採用する

ことにした。 

 

2 インドネシア子会社の管理態勢の構築 

⑴ インドネシアの特徴と労務関係リスク 

インドネシアは、平均賃金の低廉さ 1 のみな

らず 、世界第 4 位の人口（約 2 億 6000 万人）

を抱え、2050年には経済規模で米国、中国、イ

ンドに続き日本を上回る世界第 4 位に浮上する

見通しであることから、日本企業の海外進出先

候補として有力な選択肢の一つとなっている。 

                                                   
1 日本、中国、インドネシアの各首都の平均賃金は、日本

（東京）が月額 2356米ドル、中国（北京）が月額 578米

ドル、インドネシア（ジャカルタ）が月額 257米ドルであ

る（出典元：日本貿易振興機構『第 26回アジア・オセア

ニア主要都市・地域の投資関連コスト比較』）。 

このように潜在力の高いインドネシアである

が、日本企業が進出する際に留意すべきリスク

の一つとして労務関係リスクがあげられる。イ

ンドネシアでは労働組合の活動が活発で、日本

でも報道されたが、2012年 10月には約 75万人

の労働者による大規模デモによって、日本企業

を含む製造業者が操業停止などに追い込まれた

例を記憶されている向きもおられるだろう。こ

のような大規模デモの他、数千人規模のデモや

ストライキが頻発している状況である 2。また、

インドネシアは国民の約 87%がムスリムであり、

使用者に対し労働者による宗教活動への一定の

配慮を求める規制が存在しているのも特徴の一

つである。 

そこで、本稿では、労務関係リスクに焦点を

当てて、インドネシア子会社の管理態勢を構築

する際のポイントを考えていきたい。 

⑵ 労務関係リスク－外国人の役職制限 

インドネシアの労務関係リスクとして、まず、

外国人労働者は人事業務を担当できないことが

あげられる（インドネシア労働法 46 条）。そし

て、ここでいう「人事業務」には、給与の査定、

処遇の決定等が含まれる。上記のとおり、イン

ドネシアでは労働組合の活動が活発であり、数

千人規模のデモやストライキが頻発している。

デモやストライキは賃金上昇や労働関係の改善

を求めるものが多くを占めるため、給与の査定、

処遇の決定等を担当する人事担当者の職責は重

い。 

A 社においても A 社から派遣された日本人は

人事業務を担当することができず、現地で採用

した職員を人事業務の担当者とする必要がある。

また、インドネシア子会社の役職員の採用、労

働条件の決定等は、日本本社（A 社）の承認を

得ることとしつつも、インドネシア人の人事部

                                                   
2 在インドネシア日本大使館のホームページ

（http://www.id.emb-japan.go.jp/jakarta.html）参照。 
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長（人事担当者）が行わなければならない。加

えて、労働条件に関する書類（雇用契約書、給

与スリップ等）の署名者は、インドネシア人の

人事部長（人事担当者）とする必要がある。 

⑶ 労務関係リスク－宗教活動への一定の配慮 

次に、労働者による宗教活動への一定の配慮

を求める規制について取り上げたい。 

このような規制は様々あるが、例えば、使用

者には、勤続 1 ヶ月以上の労働者に対し、ムス

リムの断食明け大祭、クリスマス、仏教徒の仏

誕祭等の宗教大祭前に、宗教大祭手当を支給す

る義務が課せられている（2016年 3月 8日付労

働大臣規定 2016 年第 6 号）。使用者は、同手当

として、(ｱ)勤続 1年以上の労働者には固定賃金

の 1ヶ月以上の金額を、また、(ｲ)勤続 1ヶ月以

上 1 年未満の労働者には 1 ヶ月分の固定給×勤

続月数÷12で算定される金額を、遅くとも宗教

大祭の 7 日前までに支払わなければならない。

そして、仮に同手当の支払いが遅延した場合、

使用者には同手当の 5%相当額の罰金が科される。 

また、使用者は、宗教上義務付けられた祈祷

を行う労働者に対し、祈祷に関する十分な機会

を付与しなければならない（インドネシア労働

法 80 条）。ここでいう「十分な機会」とは、会

社の能力等に応じ、労働者がきちんと礼拝を実

施できる場所を提供することをいい、事業所内

の礼拝スペースの設置等がこれにあたる。 

日本でも近時、礼拝スペースの設置や社内食

堂におけるハラール認証の申請等が行われる例

もまま見られるが、インドネシアでは労働法上

の明示的な規制として存在している。宗教の問

題はセンシティブな面も含むため、慎重な対応

が必要となる。 

⑷ 労務関係リスク－規制の頻繁な改廃 

インドネシアでは法令の改廃が頻繁であり、

労働法分野でもその傾向が見られる。 

例えば、外国人の雇用に関し、インドネシア

政府は、2015 年 6 月に労働移住大臣規定第 16

号を発令し、現地法人や駐在員事務所を対象と

して、外国人労働者 1人当たり 10人の現地人を

雇用する旨を義務付けた。ところが外国企業か

らの撤回の要求を受け、発令のわずか 4 ヶ月後

である 2015年 10月には労働移住大臣規定第 35

号を発令し、同現地人雇用規制を撤廃した。規

制の発令、撤廃のいずれも突然であったことか

ら、当時の外資企業はこの改廃に大いに振り回

されたところである。また、上記⑶の宗教大祭

手当も 2016年 3月に対象となる従業員の範囲が

勤続 3 ヶ月以上から勤続 1 ヶ月以上と突然範囲

が拡大されるなど、法令の改廃が頻繁である。

インドネシア子会社においては特に最新の法令

のキャッチアップを怠らないようにする必要が

ある。 

⑸ 対応策 

それでは、以上に見てきた、(ｱ)外国人の役職

制限、(ｲ)宗教活動への一定の配慮、(ｳ)規制の

頻繁な改廃といった労務関係リスクについてど

のように対応すれば良いのだろうか。 

 まず全ての労務関係リスクに共通するが、人

事をある程度任せることのできる、優秀な現地

人の採用がポイントとなる。日本語（又は英語）

に堪能で、現地の労働規制や労働慣習等に通じ、

人事の業務経験のある人物であれば望ましい。

もちろん現地でそのような人物を採用すること

は容易ではないが、例えば、A 社のように現地

パートナーと提携しインドネシアに進出する場

合は、現地パートナー（候補者）を選定する際

にそのパートナー（候補者）に、子会社の人事

をある程度任せることのできる人事に通じた役

職員がいないかどうかを確認しておくことが考

えられる。また、そのような役職員がいない場

合であっても、合弁契約等において、現地パー

トナーに対し、人事をある程度任せられる人材
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の募集及び採用を義務付けることが考えられる。

その他、インドネシア進出を支援する人材コン

サルティング会社や現地の人材紹介会社（日本

国内に拠点を有する人材紹介会社も多い）の活

用も検討しなければならない。 

次に、現地で人事を担当する役職員と日本本

社との間で緊密に連携・連絡できる体制を構築

することが大切である。苦労をして優秀な人事

担当者を採用できたとしても、現地と日本本社

で情報共有や連絡がなされないと、頻発するデ

モやストライキ、規制の改廃に対応できない。

また、宗教への配慮を欠いた言動等は、日本か

ら派遣される役職員からなされることがままあ

り、現地と日本本社との間のコミュニケーショ

ンはそうした言動を防止する上でも有益である。

現地と日本本社との間で緊密に連携するための

体制・施策として、例えば、月に最低一度は、

現地の人事担当者と日本本社の人事所管の担当

者との間での電話会議を設定したり、定期的に

相互に出張する機会を確保したりすることなど

が考えられる。 

最後に宗教について付言すると、日本からイ

ンドネシアに派遣される役職員は、イスラム教、

キリスト教、ヒンズー教に関する、教義、礼拝

の方法及び祝祭日等の知識については最低限持

ち合わせておくべきであり、日本本社としても

奨励する必要がある。 

3 おわりに 

本稿では、インドネシア子会社の管理のポイ

ントとして労務関係リスクについて取り上げた。

インドネシアは、低廉な労働力や人口の多さか

ら日本企業の進出先候補として高い人気がある。

しかし、本稿で述べた労務関係リスクを含め、

現地の実態を精査しないで進出し、所期の目的

を達成できない例もまま見られる。本稿がイン

ドネシアへの進出を検討され、または、インド

ネシアに進出し、その管理に日々取り組まれて

いる方々の一助となれば幸いである。 

以上 
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